
御殿場市における空き家等対策の促進に関する協定書 

 

御殿場市（以下「甲」という。）と空き家活用株式会社（以下「乙」という。）は、御殿場市内

における空き家等の対策を総合的かつ計画的に実施するため、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、甲と乙が相互に連携、協力し、御殿場市内の空き家等の発生を抑制するとと

もに、御殿場市内の空き家等の実態調査、適切な管理、市場への流通及び各種利活用を促進す

ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 本協定において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 空き家等 御殿場市内に所在する建築物及びこれに附属する工作物であって、居住その他

の使用がなされていないことが常態であるもの又は将来的にその状態になるおそれがあるも

の及びその敷地をいう。 

(2) 所有者等 空き家等を現に所有、管理する者若しくは法定相続人又は将来的にこれらの者

となり得る者をいう。 

 

（協定事項） 

第３条 甲及び乙は、第１条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について連携する。 

(1) 所有者等による空き家等の相談に関すること。 

(2) 空き家等の流通促進に関すること。 

(3) 空き家等対策の啓発に関すること。 

(4) 甲及び乙間における空き家等及び所有者等に関する情報の共有に関すること（所有者等本

人の了承を得た場合に限る。）。 

(5) その他、甲及び乙間の協議により、第１条の目的を達成するために必要と認められた事項

に関すること。 

 

（意見交換） 

第４条 甲及び乙は、前条各号に定める事項を円滑かつ効果的に推進するため、それぞれ連絡調

整に関する担当部署を定め、必要に応じて意見交換を行うものとする。 

 

（協定の変更及び解除） 

第５条 本協定の内容の変更又は解除について、甲及び乙のいずれかの申し出に基づき、甲及び

乙が協議し、合意の上行うものとする。ただし、甲又は乙は、相手方の責めに帰すべき事由に

より当事者間の信頼関係が著しく損なわれた場合は、催告をすることなく解除の通知により、

本協定を解除することができる。 

 

（守秘義務） 

第６条 甲及び乙は、第３条及び第４条に掲げる事項に取り組むにあたり、所有者等から知り得

た個人情報については、本協定の期間中はもとより、本協定の終了後も第三者に対して開示

し、又は漏えいしてはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、事前に所有者等の承諾を得た場合又は法令に基づき開示を求めら

れた場合については、この限りではない。 

（個人情報等の保護に関する責務） 

第７条 甲及び乙は、本協定の実施にあたって個人情報等を取り扱う場合は、市民の個人情報保

護の重要性に鑑み甲の定める条例又は条例施行規則、行政手続きにおける特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）及びその他の関連する法律等

の趣旨を踏まえ、本協定の各条項を遵守し、その漏洩、滅失、き損等の防止その他個人情報等

の保護に必要な体制の整備及び措置を講じなければならない。 

２ 甲及び乙は、自己の業務従事者その他関係人について、前項の義務を遵守させるために必要

な措置を講じなければならない。 

 

（苦情又は紛争の処理） 

第８条 本協定に基づく業務に関しての苦情又は紛争が発生した事案については、甲乙協議の上

処理するものとする。 

 

（有効期間） 

第９条 本協定の有効期間は協定締結の日から令和７年３月３１日までとする。 

２ 前項の有効期間満了の日の３０日前までに、甲又は乙から別段の意思表示がなされないとき

は、期間満了の日の翌日からさらに有効期間を１年間更新するものとし、その後の更新につい

ても同様とする。 

 

（協議） 

第１０条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義が生じた場合については、甲乙協議

の上、定めるものとする。 

 

 

 本協定の締結の証として本書２通を作成し、甲乙署名の上、各自その１通を保有するものとす

る。 

 

令和６年 ５月 １０日 

甲  静岡県御殿場市萩原４８３番地 

御殿場市長  勝又 正美 

 

  

乙  東京都港区赤坂８－５－４０ 

ペガサス青山６１１号室 

空き家活用株式会社 

代表取締役  和田 貴充 


